
経 済 産 業 省 

 

２０２４０１２９貿局第３号 

輸出注意事項２０２４第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について」（令和６年１月２５日

付け輸出注意事項２０２４第１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

    令和６年１月３０日 

 

 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 福永 哲郎 

 

 

 

 

 

「「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について」の一部改正につ

いて 

 

 

「「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について」（令和６年１月２５日付

け輸出注意事項２０２４第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の

日から施行する。 

 



（別紙） 

「「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について」の一部改正規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について」（令和６年１月２５日付け２０２４０１１０貿局第２号・輸出注意事項２０２４第１号） 

改 正 後 現   行 

「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号）

等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

附 則 

この通達は、令和６年２月１日から施行する。ただし、別紙２のうち、２－１－１（５）

の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律

第１１７号）第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の左欄にかかる改正規

定については、令和６年６月１日から施行する。 

 

（以下略） 

「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号）

等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、令和６年２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 


